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代表取締役社長 堀野 郷 
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規約変更及び役員選任に関するお知らせ  

 

本投資法人は、平成21年4月16日付日本経済新聞にて公告のとおり、平成21年6月17日に第9回投資主総

会を開催する予定であり、平成21年4月27日開催の役員会において、規約変更及び役員選任に関し、下記の

とおり決議しましたのでお知らせします。なお、下記事項は、平成21年6月17日に開催される本投資法人の投

資主総会における議案であり、当該投資主総会において承認が得られることを条件とします。 

 

記 

 

１．規約変更の主な内容 
①現行規約第 26 条第３項、同条第４項、同条第５項、第 27 条第１項、第 33 条、第 34 条第２項関

係 

「証券取引法等の一部を改正する法律」及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律」の施行により、「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下「投信

法」といいます。）及びその他投資法人に関わる法令が整備、改正されたことに伴い、必要な字句

の修正を行うものです。 
②現行規約第６条、第７条関係 

「株式等の取引に係る決済合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法

律」の施行による投資証券の電子化に対応するため、必要な字句の修正を行うものです。 
③現行規約第 26 条第２項、第 29 条第１項、第 34 条第２項関係 

「租税特別措置法」の改正により、投資法人が課税の特例適用を受けるための要件が変更されたた

め、必要な字句の修正及び規定の整備を行うものです。  
④現行規約第 26 条第３項関係 

「証券取引法等の一部を改正する法律」の施行、及び投信法の改正により資産運用の対象となる

資産の定義変更が行われたこと等に伴い、資産運用の対象となる資産の種類及び範囲の見直しを

行うとともに、必要な字句の修正及び規定の整備を行うものです。 
⑤現行規約第 26 条第１項、同条第４項、同条第５項関係 

東京証券取引所の規則改正により、必要な字句の修正及び規定の整備を行うものです。 
⑥現行規約第 12 条第２項関係 

投資主総会の円滑な運営を図るため、投資主総会に出席できる代理人たる投資主の数を１名とす

るものです。 
⑦現行規約第 26 条第５項、第 27 条第１項関係 

デリバティブ取引に係る権利に関して、投資制限の内容及び評価方法を明確化し、必要な字句の

修正を行うものです。 



 

  

 

 

 
⑧その他 

条文の削除、整備、構成の整理及び語句の追加、修正等を行うものです。 
 

（規約変更に関する詳細につきましては、別紙「第9回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

 

２．役員選任の主な内容 

執行役員堀野郷は、平成21年6月30日をもって任期満了となるため、平成21年6月17日に開催される本

投資法人の投資主総会に、執行役員１名選任にかかる議案を提出するものです。 

また、執行役員が欠けた場合、又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員１名選

任にかかる議案を提出するものです。 

なお、執行役員候補者である堀野郷は本投資法人が資産運用等を委託している森トラスト・アセットマネ

ジメント株式会社の代表取締役社長であり、補欠執行役員候補者である田中肇は同社の取締役です。 

 

（役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第9回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

３．投資主総会等の日程 

  平成21年4月27日  投資主総会提出議案承認役員会 

  平成21年5月28日  投資主総会招集通知の発送（予定） 

  平成21年6月17日  投資主総会（予定） 

 

以上 

 

【添付資料】 

  第9回投資主総会招集ご通知 

 

※本日資料の配布先： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 
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